
別紙様式第10号別添１

平成27年度
（27年度補正）

前橋市 南部

　　　　　　　　　　　－
(7年度目は、離農者の農地を引き受け、1.6ha拡大となった。作業
受託（約5.3ha）も含めて算出すると全体の経営面積は87.6haで達
成率は65％となり、営農地区内の農地が開発の影響により事業開始
当初と比較して約100haも減少していることを踏まえ、他動的要因
により評価終了とする。)

平成27年度
（27年度補正）

伊勢崎市 赤堀 　　　　　　　　　　　－

（注）１

　　２

　　３ 　目標年度を超えて継続して評価を実施する場合も、同様とする。

　都道府県知事は、本様式を地方農政局長へ報告する際、事業実施主体から提出された報告書に添付
するものとする。

　成果目標等が未達成であり、事業実施主体に対して指導を行った地区の場合は、所見(評価)と合わ
せて指導内容を記入し、目標等が達成している地区の場合は「―」を記入する。
　なお、目標年度において目標を達成していない場合は、事業実施主体に対する指導内容等の記載を
必須とする。

都道府県名 群馬県

担い手確保・経営強化支援事業目標達成状況報告書（市町村）

承認年度 市町村名 地区名 都道府県の点検（評価）における所見(評価)及び指導内容



別紙様式第10号別添１

28年度
(28補正)

玉村町 上茂木
　関係機関と連携し、病害虫防除及び肥培管理の徹底により安定生
産を図るとともに、同地域の借り受け可能な農地の掘り起こしを行
い、農地集積を図るよう指導した。

（注）１

　　２

　　３ 　目標年度を超えて継続して評価を実施する場合も、同様とする。

　都道府県知事は、本様式を地方農政局長へ報告する際、事業実施主体から提出された報告書に添付
するものとする。

　成果目標等が未達成であり、事業実施主体に対して指導を行った地区の場合は、所見(評価)と合わ
せて指導内容を記入し、目標等が達成している地区の場合は「―」を記入する。
　なお、目標年度において目標を達成していない場合は、事業実施主体に対する指導内容等の記載を
必須とする。

担い手確保・経営強化支援事業目標達成状況報告書（市町村）

都道府県名 群馬県

承認年度 市町村名 地区名 都道府県の点検（評価）における所見(評価)及び指導内容



別紙様式第４号別添１

都道府県名

平成30年度
（30年度補正）

中之条町 中之条
付加価値額の目標が未達成である。収入総額を維持しつつ各種費用を
抑えた経営に取り組むことで付加価値額の増加を図るよう指導した。

平成30年度
（30年度補正）

みなかみ町 みなかみ町
付加価値額拡大の目標が未達成である。収入額は目標値を大きく上
回っているため、費用総額の増加に対して分析し付加価値額の増加を
計るよう指導した。

　　　３　目標年度を超えて継続して評価を実施する場合も、同様とする。

（注）１　都道府県知事は、本様式を地方農政局長へ報告する際、事業実施主体から提出された報告書に添付
　　　　するものとする。

　　　２　成果目標が未達成であり、事業実施主体に対して指導を行った地区の場合は、所見（評価）と合わ
　　　　せて指導内容を記入し、目標が達成している地区の場合は「－」を記入する。
　　　　　なお、目標年度において目標を達成していない場合は、事業実施主体に対する指導内容等の記載を
　　　　必須とする。

担い手確保・経営強化支援事業達成状況報告書（市町村）

群馬県

承認年度 市町村名 地区名 都道府県の点検（評価）における所見(評価)及び指導内容


